
第52期
定時株主総会
招集ご通知
2022年４月１日 ▶ 2023年３月31日

日 時

2023年６月20日（火曜日）午前10時
場 所

高知市高須砂地155番地
セリーズ
３階レインボーホール
※会場変更のお知らせ
本年は当社株主総会の会場をセリーズ２階コーラルホール
から、『３階レインボーホール』に変更しております。
ご来場の際は、末尾の『株主総会会場ご案内図』を参照く
ださい。

決議事項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

兼松エンジニアリング株式会社
証券コード：6402
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証券コード 6402
2023年６月1日

（電子提供措置の開始日 2023年5月26日）
株 主 各 位

高 知 市 布 師 田 3981 番 地 ７

代表取締役社長 山 本 琴 一
第52期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第52期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第52期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
http://www.kanematsu-eng.jp/ir/ir05.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧
書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行
使書用紙に賛否をご表示いただき、2023年６月19日（月曜日）午後５時30分までに折返しご
送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

1. 日 時 2023年６月20日（火曜日）午前10時
2. 場 所 高知市高須砂地155番地

セリーズ
３階レインボーホール

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 第52期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

事業報告及び計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。
◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて
いただきます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。
◎株主総会会場内でのマスク着用につきましては、当社スタッフは着用させていただきますが、ご出席される株
主様におかれましては、ご自身のご判断にお任せいたします。
◎当日は軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますので、株主の皆様におかれましても、軽装にてご出
席くださいますようお願い申しあげます。
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第１号議案 剰余金処分の件

第52期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業環境及び事業の継続的成長のための内部留保など
を総合的に勘案し、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

（1）配当財産の種類

金銭

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき55円
（うち、普通配当12円・特別配当43円）

総額268,507,525円

（3）剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年６月21日
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第２号議案 取締役５名選任の件

取締役全員（５名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の
選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号 氏名（年齢） 現在の当社における地位 取締役会への

出席状況

１ やま もと きん いち

山本 琴一 （満64歳） 再 任 代表取締役社長 23/23回
（100％）

２ やな い ひと し

栁井 仁司 （満67歳） 再 任 代表取締役専務 23/23回
（100％）

３ きた むら かず のり

北村 和則 （満51歳） 再 任 常務取締役 23/23回
（100％）

４ なが やま いく お

長山 育男 （満55歳） 再 任 社 外 独立役員 取締役 22/23回
（95.7％）

５ そ がわ とも き

十川 智基 （満49歳） 再 任 社 外 独立役員 取締役 23/23回
（100％）

（注）各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
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候補者
番 号 １ やま もと きん いち

山本 琴一 （1958年７月１日生 満64歳） 再 任

取締役在任期間
14年

取締役会出席状況
23/23回（100％）

諮問委員会出席状況
６/６ 回（100％）

所有する当社株式の数
471,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年７月 当社入社
1990年７月 有限会社立花溶材商会出向
1992年１月 当社製造部主任
1996年７月 営業管理部係長
1998年10月 内部監査室係長

2001年６月 常勤監査役
2009年６月 取締役
2013年６月 常務取締役
2016年６月 代表取締役専務
2019年６月 代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由

山本琴一氏は、長年に渡り当社の代表取締役を務め経営を担っており、重要な意思決定と業務遂行に対する監
督機能を適切に果たしてまいりました。引き続き当社の事業成長と企業価値向上に欠かせないものと判断し、
取締役候補者といたしました。

候補者
番 号 ２ やな い ひと し

栁井 仁司 （1955年８月19日生 満67歳） 再 任

取締役在任期間
11年

取締役会出席状況
23/23回（100％）

所有する当社株式の数
45,600株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1978年２月 当社入社
1991年９月 大阪営業所所長
2007年４月 営業本部東日本支社長
2010年６月 営業部門統括執行役員
2011年４月 生産管理部、製造部統括執行役員

2012年４月 生産部門統括執行役員
2012年６月 取締役
2018年６月 常務取締役
2019年６月 代表取締役専務（現任）

取締役候補者とした理由

栁井仁司氏は、長年の営業部門での販売経験と生産部門の全体を統括し、役員として、幅広い役割を担い、こ
れら分野の豊富な経験と高い見識を有し、当社の成長に貢献してきました。引き続き当社の事業成長と企業価
値向上に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ３ きた むら かず のり

北村 和則 （1972年１月７日生 満51歳） 再 任

取締役在任期間
５年

取締役会出席状況
23/23回（100％）

所有する当社株式の数
23,200株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1994年４月 当社入社
2010年４月 品質保証部マネージャー
2011年４月 営業部マネージャー
2014年４月 営業部門統括執行役員

2018年６月 取締役執行役員
2019年４月 取締役
2022年４月 常務取締役（現任）

取締役候補者とした理由

北村和則氏は、生産部門、営業統括業務に携わった豊富な業務経験を有し、営業部門と管理部門の統括役員と
して幅広い役割を担い、これら分野の豊富な経験と高い見識を有し、当社の成長に貢献してきました。引き続
き当社の事業成長と企業価値向上に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番 号 ４ なが やま いく お

長山 育男 （1967年10月22日生 満55歳） 再 任 社 外 独立役員

取締役在任期間
4年

取締役会出席状況
22/23回（95.7％）

諮問委員会出席状況
６/６ 回（100％）

所有する当社株式の数
1,700株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1997年４月 高知弁護士会 弁護士登録
1997年４月 岡村直彦法律事務所入所（現任）

（現 岡村・長山法律事務所）

2019年６月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況
弁護士

社外取締役候補者とした理由

長山育男氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を
踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会
の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと期待されることから、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたします。
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候補者
番 号 ５ そ がわ とも き

十川 智基 （1973年12月27日生 満49歳） 再 任 社 外 独立役員

取締役在任期間
2年

取締役会出席状況
23/23回（100％）

諮問委員会出席状況
６/６ 回（100％）

所有する当社株式の数
1,500株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2000年10月 朝日監査法人
（現 有限責任 あずさ監査法人）入社

2004年５月 公認会計士登録
2009年７月 十川公認会計士事務所所長（現任）
2009年８月 税理士登録

2009年10月 朝日税理士法人代表社員（現任）
2013年６月 株式会社滝澤鉄工所取締役

（現 株式会社TAKISAWA）
2016年６月 同社取締役監査等委員（現任）
2021年６月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況
公認会計士・税理士
株式会社TAKISAWA 社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由

十川智基氏は株式会社TAKISAWAの社外役員としての豊富な経験と高い見識に加え、公認会計士及び税理士
の資格も有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社の中長期的な企業成長に
向けた様々な助言や意見が期待されることから、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員に
なること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務
を適切に遂行できるものと判断いたします。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．長山育男及び十川智基の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、両氏は引き続き独立役員となる予定であります。
３．当社は長山育男及び十川智基の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額とし
ております。両氏の再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。

４．当社は保険会社との間で役員全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職
務の遂行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されま
す。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由が
あります。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新す
る予定です。

５．長山育男及び十川智基の両氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係
事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。

６．長山育男及び十川智基の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過
去２年間に受けていたこともありません。

７．長山育男及び十川智基の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他
これに準ずるものではありません。
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第３号議案 監査役１名選任の件

監査役蝶野成臣氏は、本定時株主総会終結の時をもって退任いたしますので、監査役１名の選任をお願いする
ものであります。
なお、岩田誠氏は蝶野成臣氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めによ

り、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

いわ た まこと

岩田 誠 （1963年１月18日 満60歳） 新 任 社 外 独立役員

監査役在任期間
―年

取締役会出席状況
―

監査役会出席状況
―

所有する当社株式の数
―株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1991年４月 大阪大学工学部情報システム工学科助手
1997年４月 高知工科大学情報システム工学科助教授
2002年１月 同 情報システム工学科教授
2006年４月 同 情報システム工学科学科長

４月 東北大学電気通信研究所客員教授
2008年６月 米国カリフォルニア大学アーバイン校客員研究員

2009年４月 高知工科大学情報学群教授
４月 同 情報学群学群長

2018年２月 株式会社ＤＤＳＮＡ取締役(現任)
4 月 高知工科大学研究本部長(現任)

2023年４月 同 副学長(現任)

重量な兼職の状況
高知工科大学 副学長
株式会社ＤＤＳＮＡ 取締役

社外監査役候補者とした理由

岩田誠氏は情報システム専攻の大学教授としての専門的な経験と工学博士としての幅広い知識を有しており、
これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役候
補者といたしました。また、同氏が職務を適切に遂行できるものと判断した理由は、前述の豊富な見識を有す
ることなどを総合的に勘案したためであります。

（注）１．岩田誠氏は新任候補者であります。
２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．岩田誠氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届

け出る予定であります。
４．当社は岩田誠氏が選任された場合は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第１項に定
める最低責任限度額としております。

５．当社は保険会社との間で監査役を含む役員全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である
役員がその職務の遂行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が
填補されます。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の
免責事由があります。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約
を更新する予定です。
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６．岩田誠氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者
又は役員であったこともありません。

７．岩田誠氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けてい
たこともありません。

８．岩田誠氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるもので
はありません。

（ご参照）
①当社は環境整備機器メーカーとして、技術、研究開発への取り組みと、リスク管理・コンプライアンスを
遵守した製品・サービスの提供を、経営理念及び経営計画としております。

②当社の取締役は知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、業務執行取締役３名と独立社外取
締役２名の計５名が就任しています。社外取締役には、経営の監督機能を果たすため、幅広い経験及び豊
富な見識等を有する人材を選任しております。

③代表取締役（１名）、社外取締役（２名）及び社外監査役（２名）で構成する諮問委員会を設置、社外取
締役の中から議長を選任し、役員報酬の妥当性や取締役候補者・監査役候補者の指名を行うに当たっての
方針と手続きの妥当性検証の事項に関し取締役会に意見を述べる役割・責務を担っております。

本株主総会において各取締役候補者及び監査役候補者が選任された場合のスキルマトリックスは以下のとお
りであります。

取締役・監査役
(現任・候補者含む) 社内外

専門性と経験

企業
経営 営業

技術
・
研究
・
開発

生産
人事
・
労務

財務
・
会計

IT
・

デジタル

法務
・

コンプラ
イアンス
・
リスク
管理

取締役

山本琴一 社内 ● ● ● ● ●
栁井仁司 社内 ● ● ● ● ●
北村和則 社内 ● ● ● ● ● ●
長山育男 社外 ● ●
十川智基 社外 ●

監査役

中野守康 社内 ● ●
高芝貴彦 社外 ●
岩田 誠 社外 ● ●

以 上
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１ 会社の現況に関する事項

（1）事業の経過及びその成果
当期における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症再拡大や物価上昇などの懸念材料はあるものの、

各種規制の緩和による人流の増加に伴う個人消費活動は回復傾向にあり、民需を中心に景気は緩やかに持ち
直しております。
かかる状況下、外的要因によるシャシの入庫時期が不透明な状況もあり、大型機種や特殊製品の販売に伸

びは見られず、売上高は減少となりました。
加えて前期に操業開始した工場「テクノベース」の償却負担もありましたが、工場「テクノベース」建設

に伴う補助金により、前期を上回る利益を計上いたしました。
また、足元の受注環境は好調であり、受注残高は、前期を上回る高水準で推移しております。

経営成績につきましては、前期に比べ受注高は167百万円増の12,659百万円(前期比1.3％増)、受注残高は
1,324百万円増の8,168百万円(前期比19.3％増)となりました。
売上高は535百万円減の11,335百万円(前期比4.5％減)となりました。これは主として高圧洗浄車の売上高

が前期に比べ621百万円増の2,350百万円となりましたが、強力吸引作業車の売上高が前期に比べ907百万円
減の7,141百万円、粉粒体吸引・圧送車の売上高が前期に比べ275百万円減の39百万円及びその他特殊製品
等の売上高が前期に比べ133百万円減の696百万円となったことによるものであります。
営業利益は316百万円減の709百万円(前期比30.9％減)となりました。売上総利益は120百万円減の2,681

百万円(前期比4.3％減)となりました。人員増に伴う人件費の増加、前期に操業開始した工場「テクノベース」
償却費用の増加及び基幹システム更新等に伴う支払手数料の増加により、販売費及び一般管理費が196百万
円増の1,971百万円(前期比11.1％増)となったことによるものであります。
経常利益は293百万円減の732百万円(前期比28.6％減)となりました。営業外収益は主に受取賃貸料17百

万円によるものであり、営業外費用は支払利息５百万円によるものであります。
当期純利益は50周年記念関連費用がありましたが、工場「テクノベース」建設に伴う補助金収入もあり税

引前当期純利益は1,088百万円(前期比7.1％増)となり、税効果会計適用後の法人税等負担額は334百万円(前
期比25.7％増)となりました。この結果、当期における当期純利益は４百万円増の754百万円(前期比0.5％増)
となりました。
なお、製品別の売上高は次のとおりであります。



事業報告

― 11 ―

売上高構成比率

強力吸引作業車・汚泥吸引作業車

63.0%  7,141百万円

高圧洗浄車・
ビルメンテナンス用清掃車

20.7%  2,350百万円

新製品等／その他

6.1%  696百万円

粉粒体吸引・圧送車

0.4%  39百万円

部品売上

9.8 1,106百万円%  

分類 売上高（千円） 構成比（％） 前期比増減率（％）

強力吸引作業車 7,141,846 63.0 △11.3

高圧洗浄車 2,350,715 20.7 ＋35.9

粉粒体吸引・圧送車 39,700 0.4 △87.4

部品売上 1,106,736 9.8 ＋16.9

その他 696,811 6.1 △16.0

合計 11,335,810 100.0 △4.5
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強力吸引作業車
売上高 7,141百万円（前期比11.3％減）
受注残高 6,459百万円（前期比29.5％増）

シャシの入庫時期が不透明な状況から大型機種の販売
減少により、前期を下回る売上高となりました。インフ
ラ整備事業や都市再開発の建設事業などの更新・増車に
より安定した需要を維持しており、前期を上回る受注高
及び受注残高となりました。
業績につきましては、前期に比べ受注高は266百万円

増の8,614百万円(前期比3.2％増)、売上高は907百万
円減の7,141百万円(前期比11.3％減)、受注残高は
1,472百万円増の6,459百万円(前期比29.5％増)となり
ました。

超強力吸引作業車(SS－13BWJP)

強力吸引作業車(NS－04CVP)

高圧洗浄車
売上高 2,350百万円（前期比35.9％増）
受注残高 898百万円（前期比27.5％減）

下水道関係のインフラ整備事業の更新・増車の需要増
加により前期を上回る売上高となりました。受注高及び
受注残高は前期を下回る結果となりましたが、下水道関
係のインフラ整備事業の需要は高水準を維持しておりま
す。
業績につきましては、前期に比べ受注高は33百万円

減の2,009百万円(前期比1.6％減)、売上高は621百万
円増の2,350百万円(前期比35.9％増)、受注残高は341
百万円減の898百万円(前期比27.5％減)となりました。

高圧洗浄車(JS－04S2320A)
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粉粒体吸引・圧送車
売上高 39百万円（前期比87.4％減）
受注残高 196百万円（前期比3.3％増）

前期は７台、当期は１台の売上となりました。工場関
係向けの需要は、製品原料の輸送や作業環境維持といっ
た目的で継続しております。
業績につきましては、前期に比べ受注高は222百万円

減の46百万円(前期比82.9％減)、売上高は275百万円
減の39百万円(前期比87.4％減)、受注残高は６百万円
増の196百万円(前期比3.3％増)となりました。

粉粒体吸引圧送車(SMー16BVYT)

部品売上 売上高 1,106百万円（前期比16.9％増）

部品は高水準で堅調に販売しており、受注高・売上高
ともに前期に比べ159百万円増の1,106百万円(前期比
16.9％増)となりました。

フローゲージ 長円型レベル窓 送り出し装置用タイヤ

その他
売上高 696百万円（前期比16.0％減）
受注残高 614百万円（前期比43.6％増）

その他は上記に属さない製品、中古品の販売及び修理
改造であります。当期は、路面の凍結・積雪を融解する
「融氷車」「定置式吸引機」の特殊製品の売上を計上して
おります。
業績につきましては、前期に比べ受注高は４百万円減

の883百万円(前期比0.5％減)、売上高は133百万円減
の696百万円(前期比16.0％減)、受注残高は186百万円
増の614百万円(前期比43.6％増)となりました。

定置型吸引機(NEL－150SW)
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（2）設備投資等の状況
当期において実施した設備投資の総額は153百万円であります。
主に、基幹システム更新等に伴う関連支出による増加、生産設備の維持更新及び社有車の更新であります。

（3）資金調達の状況
当期中、特記すべき資金調達はありません。

（4）研究開発の状況
当期における研究開発費は、マイクロ波減圧乾燥装置の研究開発47百万円及び真空冷却技術を用いた真空

予冷装置の研究開発30百万円等を含め、総額は88百万円であります。

（5）対処すべき課題
2023年３月期から2025年３月期までの３年間にわたる中期経営計画では、スローガン「変革」のもと、

技術力や対応力、お客様や様々な取引先との親密な関係性など、古くから大切にしてきた当社の良さを再認
識した上で、新たに得られる生産基盤や技術・情報など時流に応じたものを取り入れて、新たな良さを加え
つつ更に進化させていくため、以下の課題に取り組んでまいります。

［顧客志向］
お客様を知り、お客様の求めるものを正確に把握し、相互理解を深めて期待を超える成果を提供します。

［人材］
働き甲斐のある職場とワークライフバランスを実現します。

［品質］
自工程と次工程に責任を持ち、高品質を追求します。

［効率］
新生産体制確立と新基幹システム活用で生産性を高め、収益力を向上させます。

［企業価値］
ＳＤＧｓへの取り組みにより、社会に貢献します。
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11,335,810

732,561

754,360

12,659,987

受注高 （千円）

経常利益 （千円）

売上高 （千円）

当期純利益 （千円）

0

4,000,000

8,000,000

16,000,000

12,000,000

第49期 第50期 第51期 第52期

11,606,94711,700,392 11,871,124

0

300,000

600,000

1,500,000

1,200,000

900,000

第49期 第50期 第51期 第52期

1,109,767
1,042,578 1,025,717

0

300,000

900,000

600,000

第49期 第50期 第51期 第52期

716,859706,305
750,277

0

4,000,000

8,000,000

16,000,000

12,000,000

第49期 第50期 第51期 第52期

12,442,78611,594,133
12,492,979

（6）財産及び損益の状況

区分 第49期
(2020年３月期)

第50期
(2021年３月期)

第51期
(2022年３月期)

第52期(当期)
(2023年３月期)

受注高 （千円） 11,594,133 12,442,786 12,492,979 12,659,987

売上高 （千円） 11,700,392 11,606,947 11,871,124 11,335,810

経常利益 （千円） 1,042,578 1,109,767 1,025,717 732,561

当期純利益 （千円） 706,305 716,859 750,277 754,360

１株当たり当期純利益 （円） 127.06 128.96 141.30 156.21

総資産 （千円） 10,569,554 11,081,886 12,811,661 13,754,822

純資産 （千円） 5,747,460 6,224,488 5,712,404 6,288,026

１株当たり純資産額 （円） 1,033.95 1,119.76 1,187.25 1,288.01

（注）第51期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、第51期以降の財産及
び損益の状況については、当該会計基準等を適用しております。
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（7）主要な事業内容
当社は、主に強力吸引作業車、高圧洗浄車、汚泥脱水機・減容機等の環境整備機器の製造販売を行ってお

ります。強力吸引作業車は、道路での側溝清掃、土木建築現場での汚泥吸引、工場での乾粉等各種産業廃棄
物の吸引回収に利用されております。高圧洗浄車は、下水道管、側溝、タンク、熱交換器等の洗浄作業に利
用されております。また、汚泥脱水機・減容機は、中間処理場での汚泥の脱水、減容化に利用されておりま
す。
① 当社は、環境整備機器の開発、設計、組立、塗装、検査、販売を行っております。なお、製品の部品製

作については、外注先に委託し、その委託管理は当社の調達部が担当しております。
② 特定の外注先には、高圧洗浄車の組立及び製品の塗装を委託しております。高圧洗浄車の組立先及び製

品の塗装先２社は、当社の所有する工場にて作業を行っております。
③ 製品のアフターサービスは、全国に配置した支店・営業所と当社指定サービス工場が行い、技術サービ

ス部がその指導・調整・管理に当たり、統括管理を行っております。なお、当社と指定サービス工場は、
サービス業務の円滑な運営及び当社製品の販売に関する情報交換等を図る目的で「ＫＣＳネットワーク」
を組織しております。

④ 輸出向け販売は、ＯＤＡによるものが主であり、特定のメーカー及び専門商社にて行っております。ま
た、当社の行う輸出販売は海外課が担当しております。

（8）主要な営業所及び工場
本 社 高知県高知市布師田3981番地7
本 社 西 工 場
( 塗 装 工 場 )

高知県高知市布師田3981番地4

テクノベース
生産技術センター 高知県高知市一宮4786番34
検査出荷センター 高知県高知市一宮4786番33
東 京 支 店 東京都中央区
東北・北海道支店 仙台市太白区
名 古 屋 支 店 名古屋市北区
大 阪 支 店 大阪府摂津市
中 四 国 支 店 広島県東広島市
福 岡 支 店 福岡市中央区
札 幌 営 業 所 札幌市厚別区
四 国 営 業 所 高知県高知市(本社内)
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（9）主要な借入先および借入額

借入先 借入額（千円）

株式会社四国銀行 1,155,000

株式会社伊予銀行 437,500

株式会社三井住友銀行 590,005

（10）従業員の状況

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
239名 ８名増 40.1歳 13.9年
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2 会社の株式に関する事項

（1）発行可能株式総数 17,576,000株
（2）発行済株式の総数 4,881,955株（自己株式682,045株を除く）
（3）株主数 2,493名（前期末比132名増）
（4）大株主

株主名 持株数（株） 持株比率（％）
山 本 琴 一 471,000 9.65
兼松エンジニアリング従業員持株会 403,100 8.26
山 口 隆 士 318,432 6.52
山 本 吾 一 262,860 5.38
三 谷 惠美子 212,680 4.36
柳 川 裕 司 197,860 4.05
株式会社四国銀行 152,100 3.12
坂 本 洋 介 133,848 2.74
三 谷 公 男 106,540 2.18
三 谷 仁 男 97,500 2.00

（注）１．当社は、自己株式（682,045株）を保有しておりますが、上記表には記載しておりません。
２．持株比率は、自己株式（682,045株）を控除して計算しております。
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３ 会社役員に関する事項

（1）取締役及び監査役の状況

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 山 本 琴 一
代表取締役専務 栁 井 仁 司
常務取締役 北 村 和 則
取締役 長 山 育 男 弁護士

取締役 十 川 智 基 公認会計士・税理士
株式会社TAKISAWA 社外取締役（監査等委員）

常勤監査役 中 野 守 康
監査役 蝶 野 成 臣 高知工科大学 副学長
監査役 高 芝 貴 彦 税理士

（注）1．長山育男及び十川智基の両氏は、社外取締役であります。
2．蝶野成臣及び高芝貴彦の両氏は、社外監査役であります。
3．監査役高芝貴彦氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4．社外取締役長山育男及び十川智基の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
5．社外監査役蝶野成臣及び高芝貴彦の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第

１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１
項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており

ます。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担
しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟
費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為

であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責
事由があります。
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（4）当期に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

イ．取締役報酬の決定方針
取締役報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、業績連動を基本とし、「役員規程」に基づ
き、世間水準、経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮した上で、諮問委員会の諮問を経て取締
役会で決定しております。諮問委員会は、代表取締役１名及び社外取締役２名、社外監査役２名の計
５名の委員により構成され、取締役会の諮問に応じ、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手
続きの妥当性につき、多角的に検討を行っており、取締役会も基本的にその答申を尊重しておりま
す。また、常勤取締役の個人別の報酬等の額については、所管する部門毎の年間活動目標の自己評価
及び取締役会への説明も考慮して代表取締役が起案して、取締役会で決定しております。

ロ．監査役報酬の決定方針
監査役報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、株主総会が決定する報酬総額の限
度内で、「役員規程」に基づき、世間水準、経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮した上で、
監査役の協議で決定しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役及び監査役の金銭報酬の額は、2005年６月21日の第34期定時株主総会において、取締役は年
額180百万円以内とすること及び監査役の報酬総額を年額40百万円以内にすることを決議しております。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名、また当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名
です。

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員の
員数（名）固定報酬 業績連動報酬等

取締役（社外取締役を除く） 118,140 95,040 23,100 3

監査役（社外監査役を除く） 13,000 12,000 1,000 1

社外取締役 9,100 8,400 700 2

社外監査役 6,500 6,000 500 2

なお、当期に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記に従い、諮問委員会の答申を尊重した内容となって
おり、相当であると判断しております。
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③ 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬（賞与）は、世間水準及び経営内容、従業員平均年収等を考慮し決定しますが、増益時にお
ける常勤取締役の業績連動報酬（総額）の対前年度比伸び率は、同期間の経常利益（取締役報酬控除前）
増加率の範囲内を原則としております。
また、常勤取締役の個人別の報酬等の額については、所管する部門毎の年間活動目標の自己評価及び取締
役会への説明も考慮して代表取締役が起案して、取締役会で決定しております。

（5）社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者の兼任状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員の兼任状況及び当社と当該他の法人等との関係
社外取締役十川智基氏は、株式会社TAKISAWAの社外取締役（監査等委員）であります。当社と同社と
の間には、特別な関係はありません。
社外監査役蝶野成臣氏は、高知工科大学の副学長であります。当社と同大学との間には、特別な関係はあ
りません。

③ 主な活動状況（取締役会及び監査役会への出席状況及び活動状況）

区分 氏名 出席状況、活動状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 長 山 育 男

当期開催の取締役会23回のうち22回に出席し、主に弁護士としての豊富
な経験・識見から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、中
長期的な企業価値向上を図る観点からの発言を行っております。また、諮
問委員会６回のうち６回に出席し、独立社外役員の立場から、取締役会の
意思決定の透明性・公平性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを
実現する観点からの発言を行い、当社の経営監督機能の強化に重要な役割
を果たしております。

取締役 十 川 智 基

当期開催の取締役会23回のうち23回に出席し、主に公認会計士・税理士
としての幅広い知識と経験及び企業経営に関わる豊富な見識に基づき、社
外取締役として客観的に当社の経営監督機能の強化に重要な役割を果たし
ております。また、諮問委員会６回のうち６回に出席し、諮問委員会議長
として独立した立場から客観的な議論を行い、当社の役付取締役の選定や
報酬を決定するに当たっての方針と手続きの妥当性について、有用な発言
を行っております。



事業報告

― 22 ―

区分 氏名 出席状況、活動状況及び
社外監査役に期待される役割に関して行った職務の概要

監査役 蝶 野 成 臣

当期開催の取締役会23回のうち23回に出席し、主に工学博士としての豊
富な経験を通じて培った知識・見地から適宜発言を行っております。ま
た、当期開催の監査役会５回のうち５回に出席し、監査結果についての意
見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。また、諮問委
員会６回のうち６回に出席し、社外役員の立場から、取締役会が役付取締
役、取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続等に関し積極的な発
言を行っております。

監査役 高 芝 貴 彦

当期開催の取締役会23回のうち22回に出席し、主に税理士としての専門
的見地から適宜必要な発言を行っております。また、当期開催の監査役会
５回のうち５回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重
要事項の協議等を行っております。また、諮問委員会６回のうち６回に出
席し、社外役員の立場から、取締役会が役付取締役、取締役の報酬を決定
するにあたっての方針と手続等に関し積極的な発言を行っております。
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４ 会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

（2）当期に係る会計監査人の報酬等の額
当期に係る会計監査人の報酬等の額 15百万円
（注）１．監査役会は、会計監査人がその独立性を担保し、監査の品質を確保することが必要であることに留意し、以下の手順

で会計監査人の報酬等について妥当性を判断しました。結果、会計監査人の報酬等は、相当であると認めます。
イ．会計監査人から前期の監査体制や監査計画と実績の差異等の報告を受け、監査実績の分析・評価を行い会計監査

の相当性を判断しました。
ロ．取締役との協議、業務執行者からの説明聴取及び意見交換を行いました。
ハ．新事業年度の監査計画における監査時間及び報酬等の見積について、過去の計画時間及び実績時間の推移に照ら

し不合理な点がないか等に留意し、それらの妥当性について分析、検討しました。
２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査

に対する報酬等の額を明確に区分しておりませんので、上記金額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
① 監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査役全員

の同意により会計監査人を解任いたします。
② その他監査役会が、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、またはより適切な監査体制の

整備が必要であると判断する場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締
役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
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５ 会社の体制及び方針

業務の適正を確保するための体制及びその運用状況
（1）当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会に

おいて決議しております。その内容は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．当社では、役員・使用人が社会的良識、規範に基づき行動するよう「兼松エンジニアリング精神」・
「基本理念」を定める。

ロ．取締役会は「取締役会規程」・「役員規程」によって定められた基準に従って、経営の基本方針等重要
な業務の執行を決定する。

ハ．取締役会は、原則月１回開催され、各取締役は職務の執行状況を報告するとともに、他の取締役の職
務執行に対する意見表明を行い、相互に監視・監督する。なお、全監査役も出席し、監視・監督す
る。

ニ．週１回、常勤取締役、執行役員、部門責任者から成るマネージャー会を開催し、業務執行上の問題
点・重要事項について報告・協議する。このマネージャー会には常勤監査役も出席し意見表明する。

ホ．社長直属の内部監査室を設け、「内部監査規程」・「内部監査実施要領」に基づき監査を実施し、問題
点には必要な対策を講じることにより、職務執行の適正化を図る。

へ．「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンスの統制方針、体制、行動規準を定める。
ト．コンプライアンスの徹底・強化を図るため「コンプライアンス委員会」を設ける。
チ．「内部通報者保護規程」を定め、役員・使用人等の地位のいかんに関わらず、不正行為等の早期発見

と是正を図る。
リ．「反社会的勢力対策規程」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、

断固として対決するものとし、一切の関係を遮断する。
② 取締役及び使用人の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

イ．当社は、法令及び「文書管理規程」に基づき、関連資料を保存・管理する。
ロ．関連資料を保護・管理するため、以下の規程を定める。

・「機密管理規程」 ・「コンピュータ情報管理規程」
・「個人情報保護規程」 ・「情報セキュリティ規程」

ハ．取締役及び監査役より、これらの関連資料の閲覧要請があった場合は、直ちに提出できる体制とす
る。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．全社的なリスクは、取締役会・マネージャー会・重要会議等で把握・管理する。
ロ．各部門での業務上のリスク管理は、それぞれの管理部署が対応する。
ハ．リスクの防止及び当社損失の最小化を図るため「リスク管理規程」を定める。
ニ．その他に特定のリスクを管理する組織として、「安全衛生委員会」・「品質管理委員会」・「予算委員

会」・「情報セキュリティ委員会」・「開発委員会」を設ける。
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④ 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．代表取締役は複数代表者制を採用し、相互牽制、意思決定のスピードアップを図る。
ロ．取締役会は原則月１回開催し、必要に応じ随時臨時取締役会を開催する。また、週１回常勤取締役、

執行役員、部門責任者から成るマネージャー会を開催し、経営・業務運営上の問題点の共有化、意思
決定の適正化・迅速化を図る。このマネージャー会においては常勤監査役も出席し意見表明する。

ハ．取締役及び使用人による、適切かつ迅速な意思決定、執行が行えるよう、「組織規程」・「業務分掌規
程」・「職務権限規程」・「稟議規程」を定める。

⑤ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項
イ．監査役が補助使用人を求めた場合は、その必要度に応じた体制を取締役と監査役が協議の上決定す

る。
ロ．当該使用人は、他部署の使用人を兼務せず、専らその職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取

締役及び業務執行の責任者等から指揮命令を受けない。
ハ．当該使用人は、監査役の指揮命令に従わなかった場合は、懲戒処分の対象となる。

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ．監査役は、取締役会・マネージャー会その他の重要な会議に出席し、取締役・使用人の職務・業務執

行に関する報告を受けることができる。
ロ．取締役及び使用人は、法令等の違反行為、経営・業務運営上の問題点または当社の業績に重大な影響

を及ぼす恐れのある事項が発生した場合は、直ちに監査役に報告する。
ハ．内部通報制度の担当部署は、取締役及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に監査役に報

告する。
⑦ 監査役へ報告した者が、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ．当社は監査役へ報告を行った取締役及び使用人に対し、報告を行ったことを理由として不利な取扱い
を行うことを禁止する。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生
ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
イ．当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、審議の

上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除
き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査役会には、必要に応じ代表取締役社長の出席を求め、経営の基本問題や重要事項について意見交

換を行う。
ロ．効率的な監査を実施するため、内部監査室と緊密な連携を保持する。
ハ．監査役は、適宜、当社の会計監査人より監査の結果を聴取するとともに、意見交換を行い、必要に応

じ事業所監査に同行し、会計監査人との相互連携を図る。
ニ．監査役の半数以上は社外監査役とし、対外的な透明性を確保する。
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（2）当社の当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 当社は、取締役会規程に基づき、原則として月１回の定時取締役会を開催しており、当期においては、定

時取締役会を15回、臨時取締役会を８回開催しました。定時取締役会では、月次決算及び業務に係る報告
がなされており、取締役が相互に職務執行状況の監視・監督を行うとともに、日常の業務執行の協議を活
発に行うことにより、取締役会の活性化及び業務の効率化を図っております。

② 当社は、監査役会規程に基づき、３ヶ月に１回、定例監査役会を開催しており、当期においては、監査役
会を５回開催しました。監査役会では、監査計画の策定及びその実施状況について定期的に情報を共有す
るとともに、内部監査室長及び会計監査人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間で情報共有を行
うなど連携を図っております。また、常勤監査役は、当社の取締役会に加え、経営戦略会議等の重要な会
議への出席や取締役及び使用人との面談を通じ、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説
明を求めました。

③ コンプライアンスに抵触する事態の発生の早期発見、早期解決に取組むため、内部通報制度の体制整備を
行い、役員・使用人等に周知しております。

④ 代表取締役社長の命を受けた内部監査室長による定期的な内部監査を実施しており、当該結果について
は、代表取締役社長に直接報告され、後日、改善状況の確認を行っております。内部監査室長及び常勤監
査役は内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、内部監査室長、監査役及び会計
監査人は、意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、三者間で情報共有することで連携
を図っております。
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貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：千円）
資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額
流動資産 7,854,903 流動負債 5,343,840

現金及び預金 2,375,227 支払手形 764,950
受取手形 194,923 電子記録債務 1,305,906
電子記録債権 553,971 買掛金 1,563,547
売掛金 1,792,620 １年内返済予定の長期借入金 349,996
商品及び製品 699,455 未払金 108,021
仕掛品 1,625,274 未払費用 125,577
原材料及び貯蔵品 297,081 未払法人税等 312,092
前払費用 101,118 未払消費税等 290,895
その他 216,500 預り金 32,755
貸倒引当金 △1,270 契約負債 25,025

固定資産 5,899,919 賞与引当金 372,630
有形固定資産 5,150,055 役員賞与引当金 25,300
建物 2,874,762 製品保証引当金 51,100
構築物 167,089 その他 16,044
機械及び装置 472,408 固定負債 2,122,955
車両運搬具 37,452 長期借入金 1,832,509
工具、器具及び備品 85,365 長期未払金 7,600
土地 1,509,649 退職給付引当金 282,846
建設仮勘定 3,327 負債の部合計 7,466,796
無形固定資産 364,134 純資産の部
ソフトウエア 336,641 株主資本 6,287,376
ソフトウエア仮勘定 23,769 資本金 313,700
電話加入権 3,724 資本剰余金 356,021
投資その他の資産 385,728 資本準備金 356,021
投資有価証券 14,536 利益剰余金 6,445,653
出資金 8,890 利益準備金 49,625
破産更生債権等 627 その他利益剰余金
繰延税金資産 341,291 別途積立金 1,400,000
その他 21,010 繰越利益剰余金 4,996,028
貸倒引当金 △627 自己株式 △827,998

評価・換算差額等 649
その他有価証券評価差額金 649
純資産の部合計 6,288,026

資産の部合計 13,754,822 負債・純資産の部合計 13,754,822
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損 益 計 算 書
（2022

2023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科目 金額

売上高 11,335,810
売上原価 8,654,765
売上総利益 2,681,044
販売費及び一般管理費 1,971,711
営業利益 709,332
営業外収益 30,677
受取利息 19
受取賃貸料 17,470
未払配当金除斥益 3,259
スクラップ売却収入 2,366
その他 7,561
営業外費用 7,448
支払利息 5,492
為替差損 328
自己株式処分費用 1,556
その他 71
経常利益 732,561
特別利益 370,572
固定資産売却益 518
補助金収入 370,054
特別損失 14,428
固定資産売却損 835
固定資産除却損 1,237
投資有価証券売却損 255
50周年記念関連費用 12,101
税引前当期純利益 1,088,705
法人税、住民税及び事業税 418,062
法人税等調整額 △83,717
当期純利益 754,360
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株主資本等変動計算書
（2022

2023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合計別途積立金 繰越利益
剰余金

当期首残高 313,700 356,021 49,625 1,400,000 4,507,637 5,957,262
当期変動額
剰余金の配当 △264,630 △264,630
当期純利益 754,360 754,360
自己株式の処分 △1,339 △1,339
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― 488,390 488,390
当期末残高 313,700 356,021 49,625 1,400,000 4,996,028 6,445,653

（単位：千円）
株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
当期首残高 △913,585 5,713,399 △994 5,712,404
当期変動額
剰余金の配当 △264,630 △264,630
当期純利益 754,360 754,360
自己株式の処分 85,587 84,247 84,247
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,643 1,643

当期変動額合計 85,587 573,977 1,643 575,621
当期末残高 △827,998 6,287,376 649 6,288,026
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
① 製品・仕掛品…………………個別法
② 原 材 料…………………総平均法
③ 貯 蔵 品…………………最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

定率法（ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法）によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８～38年
機械及び装置 ８～15年

（2）無形固定資産
ソフトウエア（自社利用分）
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。
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４．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、計上しております。

（3）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、計上しております。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付債務の見込額は、簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額から、中小企業退職金

共済制度より支給される金額を控除した額を退職給付債務とする方法）により計算しております。

（5）製品保証引当金
製品の売上に対する保証費用の発生に備えるため、過去の実績を基礎に、将来の保証見込額を加味して

サービス費用を見積り、計上しております。

５．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は、環境整備機器関連事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であります。

（1）製品の販売
主に強力吸引作業車、高圧洗浄車、汚泥脱水機・減容機等の環境整備機器の製造及び販売を行っており

ます。このような製品の販売については顧客独自の仕様に基づく製品を引き渡した時点において顧客が当
該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、製品を顧客に引き渡した
時点で収益を認識しております。

（2）部品等の販売
主に国内における環境整備機器のアフターパーツ等の販売を行っております。このような部品等の販売

については、出荷時から顧客に引き渡した時点までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益
を認識しております。
収益は顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。
また、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており重要な金融要素は含まれておりま

せん。
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（貸借対照表関係）
有形固定資産の減価償却累計額 1,773,728千円

（株主資本等変動計算書関係）
１．当期末日における発行済株式の数 普通株式 5,564,000株

２．当期末日における自己株式の数 普通株式 682,045株

３．剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2022年６月21日
定時株主総会 普通株式 264,630千円 55円 2022年

３月31日
2022年
６月22日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2023年６月20日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 268,507千円 55円 2023年

３月31日
2023年
６月21日
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（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
製品保証引当金 15,585千円
賞与引当金 113,652千円
退職給付引当金 86,268千円
長期未払金 2,318千円
貸倒引当金 578千円
棚卸資産評価損 10,803千円
減価償却超過額 35,331千円
ソフトウェア 40,109千円
減損損失 5,907千円
株式報酬費用 2,202千円
その他 35,887千円

繰延税金資産小計 348,644千円
評価性引当額 △7,299千円
繰延税金資産合計 341,344千円

(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金 △53千円

繰延税金負債合計 △53千円
繰延税金資産純額 341,291千円
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針
であります。当社は、デリバティブ取引は利用しておりません。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リ

スクに関しては、当社の販売管理規程に従い、営業部及び財務部が取引先ごとの期日管理及び残高管理を
行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業

の株式であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。
長期借入金（原則として５年以内）は、主に設備投資に係る資金調達であります。なお、工場「テクノ

ベース」建設に伴う長期借入金は10年の返済期間としております。
営業債務及び長期借入金は、流動性リスクに晒されており、また、変動金利の借入金は、金利の変動リ

スクに晒されておりますが、当社では、財務部が月次に資金繰計画を策定する等の方法により管理し、予
算委員会にて報告しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
当期末（2023年３月31日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。
貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

（1）投資有価証券 14,536 14,536 ―
資産計 14,536 14,536 ―
（1）長期借入金 2,182,505 2,162,251 △20,253
負債計 2,182,505 2,162,251 △20,253

（注）１．「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形」「電子記録債務」「買掛金」については、短期間で決済
されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

２．長期借入金には１年内返済予定の長期借入金349,996千円を含んでおります。

（注１）金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 2,373,595 ― ― ―
受取手形 194,923 ― ― ―
電子記録債権 553,971 ― ― ―
売掛金 1,792,620 ― ― ―
合計 4,915,111 ― ― ―

（注２）長期借入金の決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 349,996 349,996 349,996 349,996 219,996 562,525
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 14,536 ― ― 14,536

資産計 14,536 ― ― 14,536

（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 ― 2,162,251 ― 2,162,251
負債計 ― 2,162,251 ― 2,162,251

（注）長期借入金には１年内返済予定の長期借入金349,996千円を含んでおります。



計算書類

― 37 ―

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券は全て上場株式であり、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ

の時価をレベル１の時価に分類しております。
長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定

しており、レベル２の時価に分類しております。

（関連当事者との取引関係）

種類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員の近親
者が議決権
の過半数を
所有してい
る会社等

㈲立花溶材商会 なし 当社への
部品等の供給 部品の仕入等 70,218千円

支払手形 19,838千円

買掛金 5,662千円

未払金 978千円
（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．部品等の購入については、市場価格に基づいて価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
３．取締役山本琴一の近親者が議決権の72％を保有しております。

（１株当たり情報関係）
１．１株当たり純資産額 1,288円 1銭
２．１株当たり当期純利益 156円21銭
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（収益認識に関する注記）
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を製品の品目区分に分解した情報は、以下のとおりであります。

品目 売上高(千円)
強力吸引作業車 7,141,846
高圧洗浄車 2,350,715
粉粒体吸引・圧送車 39,700
部品売上 1,106,736
その他 696,811
合計 11,335,810

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（個別注記表） ５．収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりです。

（3）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
契約負債の残高等 （単位：千円）

当期
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,116,322
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 2,542,143
契約負債（期首残高） 84,920
契約負債（期末残高） 25,025

契約負債は、主に、製品の引き渡し前に顧客より受け取った対価であり、収益の認識に伴い取り崩さ
れます。
当期に認識された収益の額のうち期首時点で契約負債の残高に含まれていた金額は、84,920千円であ

ります。また、当期において、契約負債の残高の重要な変動はありません。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2023年５月18日

兼松エンジニアリング株式会社

取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 堀川 紀之

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 和田林 一毅

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、兼松エンジニアリング株式会社の2022年４

月１日から2023年３月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。
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継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書
類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年４月1日から2023年３月31日までの、第52期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告
書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、当事業年度の監査方針、重点監査項目及び監査実施要綱等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査計画等に従い、社外取締役を含む取締
役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、随時質問及び意見を述べました。重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所におい
て業務及び財産の状況を調査いたしました。

②「内部統制システム」（取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体
制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制）の整
備状況について、取締役及び使用人等から報告を受ける等して確認し、検証いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な
検討事項については、EY新日本有限責任監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月19日
兼松エンジニアリング株式会社 監査役会

常勤監査役 中 野 守 康
社外監査役 蝶 野 成 臣
社外監査役 高 芝 貴 彦

以 上
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トピックス
創立50周年記念イベントを開催

当社は2021年９月に創立50周年を迎えておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、
記念イベントを延期しておりました。感染第７波の終息を待って、記念式典・祝賀会をようやく開催
する事ができました。
感染状況が落ち着いていた時期とはいえ、コロナ禍での開催となり、お客様等社外の方々にお声掛

けする事は叶わず社内での催しとなりましたが、50年の歴史を振り返り、節目を迎えた喜びを分かち
合う事ができました。新生産拠点『テクノベース』とともに、社業の発展にご協力、ご尽力頂いた
方々への感謝を忘れず、培って来た技術力を発展させつつ、これからも更なる社会の繁栄に貢献して
参ります。



株主総会会場ご案内図
会 場 高知市高須砂地155番地

セリーズ
３階レインボーホール
電話 088－866－7000

● 車でお越しの場合 ● タクシーでお越しの場合
高知東部自動車道 ・ 高知龍馬空港より約25分
高知中央ＩＣを降りてすぐ ・ JR高知駅より約８分

新型コロナウイルス感染症への対応につきまして
株主総会会場内でのマスク着用につきましては、株主様ご自身のご判断にてお願い申しあげます。

また、ご自身の体調をお確かめのうえ、くれぐれもご無理なさらないようお願い申しあげます。な
お、当社役員及び運営スタッフは検温を含め、体調を確認のうえ、マスク着用で応対いたします。


